
以
上
あ
げ
た
諸
点
を
ふ
ま
え
て
演
者
が
、
実
際
に
台
湾
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
な
ど
で
見
聞
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
現
在
の
姿
に
つ
い
て
報
告

し
た
い
。

て
よ
い
も
の
も
あ
る
。

〆一、

小
了T7
-T一

市
、一

江
戸
時
代
に
は
産
児
制
限
と
し
て
堕
胎
、
間
引
き
等
の
子
殺
し
や

捨
て
子
の
悪
習
が
あ
っ
た
。
因
幡
、
伯
耆
地
方
に
於
て
も
同
じ
様
な

風
習
が
あ
り
、
そ
れ
は
農
山
村
部
に
多
く
み
ら
れ
、
殊
に
凶
作
、
飢

饅
等
の
後
に
多
発
し
て
い
た
。
堕
胎
、
間
引
き
は
産
婦
自
ら
行
う
方

法
も
あ
っ
た
が
、
産
婆
、
医
師
、
薬
屋
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
場
合
も

あ
っ
た
。
こ
の
地
方
の
医
家
の
処
方
録
に
、
断
産
の
方
、
朔
日
丸
、

順
血
丸
、
流
胎
方
と
し
て
数
々
の
処
方
例
が
み
ら
れ
、
口
伝
に
も
種

種
の
方
法
に
よ
る
堕
胎
の
方
法
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
捨
て
子

の
悪
習
も
古
く
か
ら
み
ら
れ
た
。
鳥
取
藩
と
し
て
は
こ
れ
ら
に
対
す

る
施
策
は
藩
政
初
期
に
は
特
別
に
採
ら
れ
て
い
な
い
。
将
軍
綱
吉
の

堕
胎
禁
止
令
（
一
六
八
○
）
や
、
生
類
憐
み
令
（
一
六
八
七
）
に
引
き

続
き
幕
府
よ
り
堕
胎
、
子
殺
し
、
捨
て
子
の
禁
令
が
再
三
出
さ
れ
、

ま
た
儒
仏
的
思
想
か
ら
、
こ
れ
ら
は
一
部
の
上
層
階
級
や
知
識
人
の

近
世
、
因
伯
に
お
け
る
堕
胎
、
捨
て
子

の
悪
習

森

納
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間
で
は
罪
悪
視
さ
れ
て
い
た
が
、
農
民
の
間
で
は
罪
悪
感
も
な
く
、

公
然
の
秘
密
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。

鳥
取
藩
で
の
通
達
は
寛
政
八
年
十
月
に
「
子
お
ろ
し
候
事
堅
く
御

制
禁
の
事
」
と
し
て
禁
令
を
出
し
、
困
窮
の
村
、
又
は
子
持
ち
の
多

い
場
合
は
申
し
出
る
よ
う
通
達
し
て
い
る
。
藩
政
後
期
に
な
っ
て
、

文
化
七
年
四
月
に
堕
胎
圧
殺
の
禁
令
を
強
く
出
し
、
文
政
十
三
年
に

は
堕
胎
医
師
の
疑
い
あ
る
者
を
追
放
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
は
不
徳

の
悪
習
と
し
て
い
た
も
の
の
、
実
際
に
処
罰
が
厳
重
に
は
行
わ
れ
て

い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
急
激
な
人
口
増
は
狭
院
な
因
伯
の
地
で
は
農

民
の
困
窮
か
ら
藩
財
政
に
影
響
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
こ

れ
ら
の
悪
習
を
黙
認
し
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
。
し
か
し
天
保
十
一
年

八
月
、
更
に
安
政
四
年
二
月
に
は
藩
は
強
い
禁
令
を
出
し
、
流
産
、

子
殺
し
を
斬
罪
に
し
、
産
婦
及
び
そ
の
夫
、
取
上
婆
、
医
師
も
召
し

捕
り
と
い
う
手
段
に
出
た
。
こ
れ
は
天
保
の
飢
饅
、
流
行
病
の
発
生

に
よ
る
農
村
人
口
の
減
少
に
よ
る
農
村
の
疲
弊
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ

る
財
政
難
を
防
ぐ
た
め
で
も
あ
り
、
安
政
以
降
に
つ
い
て
は
世
情
不

安
に
よ
る
富
国
強
兵
策
で
も
あ
っ
た
。

捨
て
子
に
つ
い
て
は
生
児
で
も
あ
る
の
で
社
会
問
題
と
し
て
紛
争

の
原
因
に
も
な
る
た
め
、
比
較
的
早
く
か
ら
対
策
が
と
ら
れ
て
い

た
。
貞
享
四
年
の
生
類
憐
み
の
令
の
な
か
に
捨
て
子
の
項
が
あ
る

が
、
鳥
取
藩
内
の
記
録
で
は
そ
の
翌
年
、
捨
て
子
の
親
探
し
の
記
録

が
残
さ
れ
て
お
り
、
享
保
十
一
年
に
は
捨
て
子
を
し
た
親
を
一
国
追

放
、
貰
い
子
を
し
て
捨
て
子
を
し
た
者
に
死
罪
等
の
強
い
罰
則
を
設

け
て
い
る
。
そ
し
て
捨
て
子
の
養
育
を
そ
の
地
域
や
特
定
の
者
に
さ

せ
た
。
明
和
八
年
に
は
捨
て
子
に
対
す
る
養
育
米
を
藩
が
支
出
し
て

い
る
。
ま
た
安
永
八
年
に
は
農
村
荒
廃
の
甚
し
い
智
頭
部
の
一
地
域

に
救
米
、
加
損
米
等
の
手
当
て
と
子
供
の
養
育
米
を
与
え
て
い
る
。

藩
政
後
期
に
な
っ
て
疲
弊
し
た
農
村
に
は
、
そ
の
地
域
の
富
豪
者

（
出
精
人
）
は
農
民
の
救
済
や
、
子
供
の
養
育
を
自
発
的
に
、
時
に
は

藩
命
に
よ
っ
て
行
っ
た
。

文
政
七
年
、
藩
内
の
篤
志
家
、
或
は
大
庄
屋
に
「
生
育
懸
り
」
と

い
う
役
職
を
与
え
て
堕
胎
防
止
、
子
供
の
養
育
の
指
導
を
さ
せ
た
。

文
政
十
三
年
頃
に
は
医
師
の
出
産
、
死
産
届
を
在
役
人
に
出
さ
せ
て

い
る
。

弘
化
二
年
頃
よ
り
藩
は
篤
志
家
又
は
宗
旨
庄
屋
に
堕
胎
防
止
、
幼

児
生
育
の
目
的
で
生
育
帳
を
作
ら
せ
、
そ
の
地
域
の
出
生
に
関
す
る

事
項
（
産
婦
の
氏
名
、
産
児
の
性
別
、
産
婆
、
医
師
の
名
）
を
届
出
さ
せ

て
い
る
。
安
政
四
年
に
は
種
痘
回
村
の
折
に
、
医
師
、
在
役
人
に
そ
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ま
た
一
部
地
域
に
は
医
師
や
知
識
人
に
よ
っ
て
堕
胎
、
生
児
殺
し

の
悪
弊
の
啓
蒙
が
行
わ
れ
た
。
中
で
も
日
野
郡
二
部
宿
の
足
羽
泰

順
、
純
享
の
「
勧
善
小
萎
」
と
い
う
啓
蒙
書
に
よ
る
民
衆
指
導
は
特

記
す
識
へ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。

明
治
新
政
府
に
な
っ
て
堕
胎
薬
禁
止
、
堕
胎
禁
止
令
が
出
さ
れ
た

が
、
鳥
取
県
内
で
堕
胎
が
私
的
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
の
は
日
清
、

日
露
の
戦
後
の
富
国
強
兵
策
の
た
め
、
官
憲
に
よ
る
酷
し
い
取
締
り

が
行
わ
れ
る
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

（
鳥
取
県
・
開
業
）

の
生
育
帳
を
確
認
さ
せ
た
。

膣
の
中
に
薬
物
を
挿
入
し
て
治
療
す
る
方
法
を
記
載
し
た
医
書

に
、
戸
田
旭
山
が
著
し
た
『
中
條
流
産
科
全
書
』
（
宝
暦
元
年
）
が
あ

（
利
且
）

る
。
こ
の
中
の
「
中
條
流
別
録
口
伝
薬
方
」
に
は
、

○
握
薬
ノ
方
当
坂
（
五
分
）
紅
花
（
三
分
）
丁
子
（
二
分
）
藍
玉

三
分
）
良
香
（
二
分
）
牡
丹
皮
（
二
分
）
右
調
合

に
て

○
（
六
分
大
）
是
程
ニ
シ
テ
絹
二
包
ミ
手
ノ
内
二
入
し
置
テ
ョ

シ

血
塊
古
血
ナ
ド
ハ
本
味
用
テ
後
可
レ
指
モ
シ
下
リ
カ
ネ
バ
ニ
ッ

モ
三
ツ
モ
入
し
替
テ
ョ
シ
下
ル
物
ハ
白
キ
物
モ
赤
キ
物
モ
ァ

ル
也

○
同
サ
シ
薬
ノ
方
（
古
血
下
シ
ト
モ
又
子
ク
サ
リ
薬
ト
モ
云
懐
胎
ノ

女
二
用
ユ
ル
コ
ト
勿
レ
）

少
尭

梹
榔
子
（
五
分
）
粉
ニ
シ
テ
薄
荷
ノ
煎
ジ
汁
（
少
）
丸
ジ
テ
水

梶
原
性
全
と
中
條
流
の
膣
坐
薬
、

そ
の
独
創
性
に
つ
い
て

蔵
方
宏
昌
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